
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

■プログラム 

個人情報保護法とは                  ～人事総務を中心に個人情報保護法について解説します～ 

法令及びガイドラインが求めていること      ～法令とガイドラインについてわかりやすく解説します～ 

社員の個人情報を取り扱う際の注意点       ～個人情報の取得から破棄までの注意点～ 

人事総務が取り組むべき諸規程の作成      ～具体的に諸規定の整備をおこなうためには～ 

■日時：平成 17 年 4 月 25 日 月曜日 午後１時３０分～午後４時００分（休憩含む）  

■講師：東京労働法務総合事務所 社会保険労務士 土屋留美 

■販売数 ２０セット（先着順）                      

■費用    1 セット１８,９００円（税込）            

■お申し込み お申込書にご記入の上、切取らずに FAX にてお申し込みください。 

■受講特典 

本セミナー受講後 1 ヶ月以内に、東京労働法務総合事務所と業務委託契約をしていただきました場合、 

業務委託報酬から受講料（18，900 円税込）を差し引かせていただきます。 

（業務委託報酬合計20万円以上のご契約に限ります。） 

 

 

  

貴社名  業   種  

お役職  お名前  

ご 住 所 （〒   －    ） 

                      

ＴＥＬ   ＦＡＸ  

2005 年 4 月 25 日「人事・総務の個人情報保護対策実務セミナービデオ」を    セットを申し込みます。 

FAX：０３-５７７６-０７８９ 
資料作成 ： 是 正勧告対策協議会   セ ミ ナー に関 するお問い合わせ  ０ ３ ‐ ５ ４ ０ ２ ‐ １ ０ ３ ７ （ セ ミ ナ ー担当ま で ） 

是正勧告に関する情報は h t tp :/ /www.ze se i kankoku .c om/ （セミナーの詳細につきましてはホームページをご覧下さい） 

今日のＩＴの急速な発展により、私たちは高度に発展したネットワ－ク社会の中で生きています。 

膨大な情報が行き交う中、企業によっては大量の情報漏洩も起こっています。個人の情報がデ－タべ－

ス化す 

ることにより、蓄積された個人情報の有効性及びその価値は計り知れません。 

平成17年4月に施行の個人情報保護法では、個人情報のみでなく、従業員に関する情報も保護の対象

とされています。従業員に関する事項は、採用から始まり、退職に至るまで又健康情報、人事考課等の細

心を払い取り扱うべきものがたくさんあります。そこで、従業員の個人情報を中心に、個人情報の基本と対

応及び管理、各種規定の作成などの、急ぎ企業が取り組むべき実務に絞って解説致します。 

 

本 セ ミ ナ ー ビ デ オ に は 受 講 特 典 が ご ざ い ま す ！ ！ ！チャンス！ 


